
報告第５号 

 

   専決処分の報告について 

 

 工事請負契約の変更について、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法

第１８０条第２項の規定により報告する。 

 

  平成３０年３月２７日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  





報告第５号説明資料 

 

 

１ 工 事 名 

  秦野駅北口ペデストリアンデッキ設置工事（平成２８年度継続費設定） 

２ 工事場所 

  秦野市今川町地内 

３ 変更理由 

 (1) 管理用カメラ等の追加 

   ペデストリアンデッキの施設を管理するため、カメラ、モニター及び通

信設備を追加するとともに、それに伴う改修を行うものです。 

 (2) 受電盤の改修 

   エスカレーターの動力及びペデストリアンデッキ等の照明の電源を引き

込む回路が不足していたため、受電盤の改修を行うものです。 

４ 変更概要 

 (1) 工事内容 

  ア 管理用カメラの追加（１台） 

  イ モニター及び通信設備の追加（一式） 

  ウ 受電盤の改修（一式） 

 (2) 工 期 

  ア 変更前 

    平成２８年１０月５日から平成３０年３月１６日まで 

  イ 変更後 

    平成２８年１０月５日から平成３０年３月２８日まで 


